
平成２８年７月１５日 

 

（契約責任者） 東日本高速道路株式会社関東支社 

支社長 髙橋 知道 

 

次のとおり拡大型指名競争入札を実施しますので、お知らせします。 

  

1. 拡大型指名競争入札に付す事項 

工事の名称 東京外環自動車道 京葉ＪＣＴ～高谷ＪＣＴ間管理施設新築工事 

工事場所 自）千葉県市川市 

至）千葉県市川市 

工事種別 建築工事（等級Ａ） 

工事概要 本工事は、東京外環自動車道 京葉ＪＣＴ～高谷ＪＣＴ間の管理施設の新築を

行うものである。 

工期 契約保証取得の日の翌日から 480 日間 

 

2. 拡大型指名競争入札の実施等に関する事項 

指名競争入札実施理由 本工事は、東日本高速道路株式会社契約事務処理要領第６条第２項－②－

ア）に該当するため、拡大型指名競争入札とする。 

指名通知の日 平成 28 年 7 月 15 日 

指名業者数 ４９者 

指名基準 (1) 指名通知の日において､｢東日本高速道路株式会社契約規程実施細則(平成

17 年細則第 16 号)｣第 6 条の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名通知の日において､｢東日本高速道路株式会社の平成 27・28 年度工事

競争参加資格審査｣において､｢建築工事｣の「等級Ａ」に認定されていること。

(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更正手続開始の申立てがな

されている者､または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者については､手続開始の決定後､当社が別に

定める手続きに基づく工事競争参加資格の再認定を受けていること。 

(4) 指名通知の日において､｢東日本高速道路株式会社競争参加資格停止等事

務処理要領(平成 18 年 8 月 7 日東高契第 269 号)｣に基づき､｢地域 3｣におい

て競争参加資格停止を受けていないこと。 

(5) 指名通知の日において、警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する

建設業者またはこれに準ずる者として､国土交通省発注工事等から排除要請

があり､当該状態が継続している者でないこと。 

(6) 平成 18 年度以降に、元請として完成及び引渡しが完了した次に掲げる施

工実績を有すること。 

a) 公共的施設において、Ｓ造の建築物を新築、改築、増築した工事。 

（公共的施設とは、不特定かつ多数の者の利用に供する施設で、官公庁

の施設のほか、道路・公共交通機関の施設、社会福祉施設、医療施設、

教育施設、文化施設、運動施設、商業施設などを指すものとする。）

(7) 平成 25・26 年度における当該工種の成績評定点（請負工事成績評定要領

に規定する評定表の成績評定点合計をいう。）の平均点が 2 年連続で 65 点未

満でないこと。 



(8)指名通知の日において、「地域 3」に本社、本店を有していること。または、

平成１８年度以降に NEXCO 東日本関東支社が発注する同種工事の施工実績

があること。 

(9)選定された者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 

（下記に適合する者をそれぞれ抽選により選定） 

1）親会社（会社法第 2 条第 4 号に規定する親会社をいう。）と子会社の関係

にある場合。 

2）親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 

 

3. 指名を受けていない者(非指名者)の競争参加に関する事項 

非指名者の競争参加 非指名者のうち次の各号のいずれかに該当する者は本件競争入札に参加す

ることができる。 

Ⅰ ｢東日本高速道路株式会社の平成 27・28 年度工事競争参加資格審査｣の

有資格者のうち指名基準の(1)から(7)を審査基準日（下記に示す競争参加

資格確認申請書の提出期限の日をいう）においてすべて満たすことができ

る者。 

Ⅱ ｢東日本高速道路株式会社の平成 27・28 年度工事競争参加資格審査｣の

無資格者のうち指名基準の(1)、(3)、(5)、(6)を審査基準日において満た

すことができる者。 

ただし、当該工事を共同企業体の構成員として施工した場合は、出資比

率が 20%以上の場合である限り施工実績として認める。 

契約図書の配布方法等 配布期間：平成 28 年 7 月 15 日(金)～平成 28 年 8 月 22 日(月) 

配布方法：標準契約書案（【施設工事契約書】を用いるものとする。）、入札者

に対する指示書（【郵送入札】≪工事（土木・施設）共通≫を用い

るものとする。）金抜設計書、特記仕様書、その他入札関係書類は

当社ホームページより入手するものとする。 

（標準契約書案・入札者に対する指示書等） 

http://www.e-nexco.co.jp/bids/info/doc_download/  

（設計図書等） 

  http://www.e-nexco.co.jp/bids/info/public_notice/search_service/

競争参加に必要な手続 (1) 競争参加資格確認申請書の作成及び提出（Ⅰ、Ⅱの者ともに必要） 

作成方法：配布する競争参加資格確認申請書書式に記載のとおり。 

提出方法：持参、書留郵便又は信書便【正 1 部、副 1 部】 

提出期限：平成 28 年 8 月 22 日（月）16:00 

提出場所：東日本高速道路株式会社 関東支社 技術部 調達契約課 

    （住所）〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-11-20 

    （電話番号）048-631-0020 

 (2) ｢東日本高速道路株式会社の平成 27・28 年度工事競争参加資格審査｣申請

書の作成及び提出（Ⅱの者のみ必要） 

作成方法：当社ホームページ「資格審査申請のご案内」参照。 

（ http://www.e-nexco.co.jp/bids/info/quarification/ ） 

提出期限：平成 28 年 8 月 22 日（月）16:00 

提出場所：東日本高速道路株式会社 本社 経理財務部 調達企画課 

    （住所）〒100-8979 東京都千代田区霞ヶ関 3-3-2 



    （電話番号）03-3506-0214 

  提出方法：事前に一度電話連絡の上、郵送でのみ受付 

［宛名面に「緊急認定」と記載すること。］ 

競争参加に必要な条件 (1) 契約責任者から競争参加資格があると認められること。（Ⅰ、Ⅱの者とも

に必要） 

競争参加資格確認結果通知予定：平成 28 年 9 月 7 日（水） 

(2) 入札･開札執行の日に､｢東日本高速道路株式会社の平成 27・28 年度工事競

争参加資格審査｣において､｢建築工事｣の「等級Ａ」に認定されていること。

（Ⅱの者のみ必要） 

※Ⅰ、Ⅱの者ともに、審査基準日から落札者決定の日までの間に当社から「地

域 3」において競争参加資格停止措置を講じられた場合は、競争に参加す

ることができない。 

 

4.入札・開札に関する事項 

入札前価格交渉方式

の概要及び留意事項 

(1) 本件工事は、入札前に入札者に対し当社が指定する項目に係る見積書の提

出を求め、その見積書を活用して契約制限価格の設定を行う入札前価格交

渉方式（以下「本方式」という。）の対象工事である。 

(2) 入札前価格交渉方式とは、当社が金抜設計書の摘要欄に「交渉対象」と記

載した項目について、入札者から見積書の提出を求め、見積書提出後当社

と入札者との間で、見積書に記載された内容が、設計図書の性能・機能や

施工条件等を満たす条件で算定されたものであるか、適正な算出方法によ

り算定されたものであるかについて交渉を行い、その結果に基づき、変更

の有無に係らず 終見積書の提出を求め、当社が も適正な価格であると

認めた 終見積書を活用して契約制限価格の設定に反映させる方式をい

う。 

(3)入札者は、「交渉対象」とされた項目の見積書を、次に示すとおり提出しな

ければならない。 

①見積書提出期限：平成 28 年 9 月 14 日（水）16:00 

②見積書提出場所：東日本高速道路株式会社 関東支社 技術部 調達契約課

③提出方法：持参、書留郵便又は信書便（提出期限内に必着のこと。） 

④提出書類：見積書（様式 3-1、3-2）を出力した書面【提出部数は正 1 部、

副 1 部】 

見積書（様式 3-2、3-3））を MicrosoftExcel にて作成し、保

存した電子記録媒体（CD-R）【提出部数は１部】 

(4) 入札前価格交渉は、見積書提出期限以後、平成 28 年 9 月 16 日（金）～平

成 28 年 10 月 4 日（火）までの間を予定しており、詳細な日時については

別途連絡を行う。 

(5) 入札前価格交渉の交渉参加者は、本件工事の施工内容、資材または機器の

性能・機能及び見積書（様式 3-1、3-2、3-3）の内容を十分に理解し、説明

が可能な者で、かつ交渉内容について協議・合意ができる者とし、原則と

して 3 名以内とする。 

  ただし、入札者以外の下請企業や見積を徴収した企業等の外部の者の参加

は認めないものとし、違反している事実が発覚した場合は、競争参加資格

の取り消しを行う。 



(6) 入札前価格交渉の交渉回数は、すべての入札者と各々１回以上行うことを

原則とし、交渉状況に応じて 2 回ないし 3 回を標準とする。なお、2 回目以

降を行う場合は対面もしくは電子メール又は電話（以下「電子メール等」

という）により行う。なお、電子メール等は当社から申請書に記載された

入札者の担当者宛てに行う。 

(7) 入札前価格交渉により双方が合意した事項は、その都度交渉の場又は電子

メール等において確認を行うものとする。 

(8) 入札者は、上記(7)において合意された事項を反映させた 終見積書（様

式 3-1、3-2、3-3）を提出しなければならない。 

    また、入札前価格交渉によっても見積書から変更が生じない場合も同様と

する。 

    なお、 終見積書の提出方法は、上記(3)に基づくものとし、提出期限は

平成 28 年 10 月 12 日（水）を予定しているが、詳細は、交渉時に当社の交

渉者から指示する。 

(9) 上記(3)及び(8)に示す提出期限までに見積書または 終見積書の提出が

されない場合は、当該入札者は、以後の入札手続きに参加することができ

ないものとする。また、当該入札者がその後入札を行った場合であっても、

その入札は無効として取扱う。 

(10) 入札者は、 終見積書に基づいた入札を行うものとするが、 終見積書

に記載された交渉対象項目毎の金額は、入札時に 終見積書（様式 3-2）を

超えない限り変更ができるものとする。なお、 終見積書（様式 3-2）に記

載された額を超える交渉対象項目が１項目でもある場合には、当該入札者が

行った入札は無効とする。 

(11)入札者は、入札書を当社に提出するまでの間は、いつでも自由に入札を辞

退することができる。また、辞退を理由として不利益な取り扱いはしない。

(12)見積書又は 終見積書において当社が指定した項目の名称、単位、数量等

が著しく異なる場合は、当社に対する入札妨害行為があったものと判断し、

当該工事の競争参加資格を取り消す場合があるほか、競争参加資格停止等の

措置を講じる場合がある。 

入札・開札執行 (1) 入札書の提出 

提出期限：平成 28 年 11 月 1 日（火）16:00 

提出場所：東日本高速道路株式会社 関東支社 技術部 調達契約課 

提出方法：書留郵便または信書便（提出期限までに必着のこと。） 

なお、提出後の追加及び差替は認めないため、提出の際には不

足・齟齬がないよう十分確認の上、提出すること。 

(2) 開札 

開札日時：平成 28 年 11 月 2 日（水）16:00 

開札場所：東日本高速道路株式会社 関東支社 15 階 入札室 

(3) 開札への立会いのない場合の取扱いについて 

開札への立会いのない入札者がした入札についても有効として取扱う。た

だし、再度入札へ移行する場合には、当該入札者は再度入札を辞退したも

のとみなす。 

(4) 入札者は、入札及び開札にかかる留意事項として、入札者に対する指示書

「5.入札及び開札」を参照のこと。 



(5) 工事費内訳書の提出及び確認 

第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額に対応した

工事費内訳書の提出を求める。なお、入札時に工事費内訳書の提出のない

者は、その入札書を無効とする。 

工事費内訳書は、当社が配布した金抜設計書に、単価及び金額を記録し

た上で、Microsoft Excel により作成することとし、次に示す通り各媒体

ごとに 1 部ずつ提出するものとする。 

①工事費内訳書データを保存した CD-R 

②工事費内訳書データを出力した書面  

提出された工事費内訳書は、返却しない。 

(6) 低入札価格調査 

本件競争入札においては、低入札価格調査基準価格を設定しており、開

札の結果、契約制限価格の制限の範囲内における有効な入札のうち、 低

入札価格が低入札価格調査基準価格未満である場合は、入札を保留し、当

該入札をした入札者を対象として低入札価格調査を行う。 

なお、本件競争入札においては、重点調査基準価格を設定しており、上

記の入札価格が重点調査基準価格未満である場合は、当該入札をした入札

者を対象として特に重点的な低入札価格調査を行う。 

また、本件競争入札においては、数値的判断基準を設定しており、その

価格を下回る入札の場合は、数値的判断基準の失格基準に適合すると判断

する。 

低入札価格調査等については入札者に対する指示書[25]を参照のこと。 

 

5. 競争参加資格に関する事項 

設計業務等の請負人

等との資本及び人事

面の関係 

指名通知の日または審査基準日から入札・開札を経て落札者決定の日まで

の期間（期首及び期末の日を含む）において、下記２に示す本件工事に係る設

計業務等の請負人、当該設計業務等の下請負人、または当該請負人若しくは下

請負人と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。 

１.「資本若しくは人事面において関連がある者」とは、次のｲ）またはﾛ）

に該当する者である。 

 ｲ) 当該請負人若しくは下請負人の発行済株式総数の100分の50を超える

株式を有し、またはその出資の総額の 100分の 50を超える出資をしている者。

ﾛ） 業者の代表権を有する役員が当該請負人若しくは下請負人の代表権を

有する役員を兼ねている場合における当該業者。 

２．設計業務等の請負人 

・東京外環自動車道 松戸～高谷間管理施設基本設計（株式会社ネク

スコ東日本エンジニアリング） 

・東京外環自動車道 三郷南ＩＣ～高谷ＪＣＴ間管理施設実施設計（株

式会社手島建築設計事務所） 

・国道 298 号 歩道橋用昇降装置塔詳細設計（株式会社笹戸建築事務

所） 

工事への入札参加に

関する留意事項 

 審査基準日から入札・開札を経て落札者決定の日までの期間（期首及び

期末の日を含む）において、下記②に示す施工（調査等）管理業務の請

負人、当該施工（調査等）管理業務の請負人と資本若しくは人事面にお



いて関連のある者、当該施工（調査等）管理業務の担当技術者の出向・

派遣元、当該施工（調査等）管理業務の担当技術者の出向・派遣元と資

本若しくは人事面において関連がある者として、本工事若しくは調査等

の発注に関与した者でないこと、又は現に下記②に示す施工（調査等）

管理業務の請負人、当該施工（調査等）管理業務の請負人と資本若しく

は人事面において関連のある者、当該施工（調査等）管理業務の担当技

術者の出向・派遣元、当該施工（調査等）管理業務の担当技術者の出向・

派遣元と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと。 

①「資本若しくは人事面において関連がある者」とは、次のｲ)又はﾛ)

に該当する者である。 

    ｲ) 当該請負人若しくは下請負人の発行済株式総数の 100 分の 50 を

超える株式を有し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える

出資をしている者。 

    ﾛ) 業者の代表権を有する役員が当該請負人若しくは下請負人の代

表権を有する役員を兼ねている場合における当該業者。 

② 施工（調査等）管理業務の請負人 

   施工（調査等）管理業務の業務名及び請負人は次に示すとおりである。

   ・施設施工管理業務：株式会社ネクスコ東日本エンジニアリング 

施工（調査等）管理業

務への入札参加に関

する留意事項 

 本工事若しくは本業務の請負人、本工事若しくは本業務の請負人と資本若

しくは人事面において関連のある者、本工事若しくは本業務の下請負人、本

工事若しくは本業務の下請負人と資本若しくは人事面において関連がある

者は、本工事若しくは本業務の契約期間中、監督を担当する部署の施工（調

査等）管理業務の入札に参加し又は施工（調査等）管理業務を請負うことが

できない。 

  「資本若しくは人事面において関連のある者」とは、次の①又は②に該当

する者である。 

① 当該請負人若しくは下請負人の発行済株式総数の100分の50を超える

株式を有し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしてい

る者。 

② 代表権を有する役員が当該請負人若しくは下請負人の代表権を有する

役員を兼ねている場合におけるその代表権を有する役員が属する者。

入札へ参加しようと

する者との資本また

は人的関係 

指名通知の日または審査基準日から入札・開札を経て落札者決定の日までの

期間（期首及び期末の日を含む）において、入札に参加しようとする者の間に

以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと（基準に該当する者のすべて

が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）なお、上記の関係が

ある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、

入札者に対する指示書1[1]入札手続の公正性・透明性の確保に関するお願いの

(1)の記載に抵触するものではないことに留意すること。 

1. 資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社（会社法第2 

条第3 号に規定する子会社をいう。以下、この１．資本関係の記載中に

おいて同じ。）又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会

社である場合は除く。 

1）親会社（会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下、この

１．資本関係の記載中において同じ。）と子会社の関係にある場合



2）親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

2. 人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、1)については、会社の

一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

1）一方の会社の役員（以下に掲げる定義に該当する者をいう。以下、

この２．人的関係の記載中において同じ。）が、他方の会社の役員

を現に兼ねている場合 

2）一方の会社の役員が、他方の会社の管財人（以下に掲げる定義に

該当する者をいう。）を現に兼ねている場合 

【役員の定義】 

① 会社の代表権を有する取締役（代表取締役） 

② 取締役（社外取締役を含む。ただし、委員会等設置会社の取締役を

除く。） 

③  委員会等設置会社における執行役又は代表執行役 

【管財人の定義】 

会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任

された管財人 

3. その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

その他上記 1 または 2 と同視しうる資本関係又は人的関係があると認

められる場合。 

 

6.その他の事項 

質問の受付 (1) 本件競争入札に関する質問は、次に定めるとおり受付を行う。 

 ① 受付期限：指名通知の日から平成 28 年 10 月 12 日（水）16：00 まで 

② 受付場所：東日本高速道路株式会社 関東支社 技術部 調達契約課 

 ③ 受付方法：質問書面（様式自由）を持参、書留郵便または信書便（受付

期間内必着のこと。）により提出すること 

(2) 上記(1)により受付けた質問に対する回答は、次の定めるとおり行う。 

 ① 回答予定日：質問書を受理した日の翌日から原則として平日で 5 日以内

 ② 回答方法 ：当社ホームページ（「入札公告・契約情報検索」内の

「本公告件名」の「備考」）に掲載する 

http://www.e-nexco.co.jp/bids/info/public_notice/search_service/ 

(3) 競争入札に関する一般的な質問については、当社ホームページを参照する

こと。 

  http://www.e-nexco.co.jp/faq/bids/index.html 

その他 (1)契約保証 必要 

入札者に対する指示書［29］参照のこと。 

(2)契約書 必要 

入札者に対する指示書［30］参照のこと。 

(3)入札の無効 

入札者に対する指示書［27］に該当する入札は無効とする。 

(4)支払条件 

    前金払 請負代金額が 500 万円以上の場合には「有」、500 万円未満

の場合には「無」 



「有」の場合は請負契約書 34 条 1 項に基づき前金払の請求

をすることができる。 

    部分払 「無」         

(5) 支払限度額の比率 

請負契約書 39 条 1 項に規定する各事業年度における請負代金額の支払

限度額は、契約金額に次に示す比率を乗じ、四捨五入して有効数字を 2

桁とした額とする。ただし、 終年度における支払限度額は、契約金額か

ら前年度までの支払額の合計を差し引いた額とする。 

  年度      比率 

平成 28 年度    20％ 

平成 29 年度    80％ 

(6) スライド条項の適用 

   請負契約書第 25 条第 5 項（単品スライド）及び第 6 項（インフレスラ

イド）について適用する。 

(7) 配置技術者 

   契約締結後、特記仕様書に示す資格等（工事経験を求めている場合も含

  む）を有する技術者を配置できる者であること。 
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本件工事の調達手続きにおいて行う『入札前価格交渉方式』とは？

～入札に参加を希望される皆さまの見積価格が契約制限価格に反映される仕組みです～  

《本方式の概要・目的》 

入札前価格交渉方式とは、  

 ＮＥＸＣＯ東日本が契約制限価格の設定に際して、積算基準類により算出

することが適当ではないと判断した場合に、入札に参加を希望される皆さま

から入札前に見積書の提出をしていただいた後、見積価格を算出した際の算

出方法・施工方法等に関する技術確認をＮＥＸＣＯ東日本と行った後、最終

見積書を提出していただき、合理性・妥当性が確認できる見積書の中から、

採用する見積書を決定し契約制限価格に反映する方式です。 

技術交渉では、提出いただいた見積書の算出方法や見積内容について合理性・妥当性の確認を行う

ものです。 

（具体例） 

・単価は、実績なのか？積算基準類準用なのか？ 

・算出に際し施工方法はどのように考えているか？ 

・見積内容や割掛先に誤りがないか？  など   

※交渉を通じて、いわゆる「歩切り」を行うものではありません 

《手続の主な流れ》 

《注意点》 
（１） 見積書とは、金抜設計書の単価項目の摘要欄に『交渉対象』と記載した項目に

かかる見積をいいます。なお、『交渉対象外』の項目につきましては、見積り金

額の記載の必要はなく、技術交渉も行いません。 

（２） 入札に参加を希望される者が複数者存在する場合は、見積総額の比較により安

価な価格を契約制限価格に反映します。 

※各社の安価な見積単価を抽出し採用することはありません。 

（３） 入札価格は、最終見積書の項目毎に記載した額を上回らない限り変更が可能で

す。 


